
令和6年度第1期更新研修（実務未経験者）のお申込フローチャート

基準日：令和6年4月1日現在

① 東京都に
介護支援専門員として登録されている。

② 現在の介護支援専門員証を交付されてから、
基準日まで介護支援専門員として従事していない。

③ 介護支援専門員証の有効期限が
以下のどちらかに該当する。

・令和6年7月21日 から 令和7年3月31日まで
・令和3年7月21日 から 令和4年3月31日まで
（※ 特例措置対象者）

お申込できません。
ご登録地の道府県でご受講ください。

はい

いいえ

介護支援専門員証の有効期限が
以下のどちらかに該当する。

・令和3年7月20日 以前
・令和5年4月1日 から 令和6年7月20日まで

介護支援専門員証の有効期限が以下の
どちらかに該当する。
・令和7年4月1日 以降
・令和4年4月1日 から 令和5年3月31日まで

（※ 特例措置対象者）

お申込できません
更新研修（実務未経験者）の受講対象外となります。

「更新研修（実務未経験者）」

従事したことがある

いいえ いいえ

「再研修」
直近のお申込状況から、不決定となる
可能性が高いため、恐れ入りますが、

来年度以降のご受講をお願いいたします。

従事していない

はい
はい はい

（※ 特例措置対象者は
「再研修」の受講資格があります。）


